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重要事項説明書（居宅介護支援版） 

１ 事業所の概要 

事業所名 居宅支援センター 杜の郷 

所在地 綾瀬市寺尾南１－５－３１ 

事業所番号 １４７４４００６９２ 

管理者・連絡先 
岸本 恭子 

・０４６７－７６－３８００ 

サービス提供地域 

綾瀬市・海老名市・寒川町・藤沢市（土棚・葛原・用田・長

後・高倉）大和市（福田・下和田・渋谷・代官・上和田・柳

橋・草柳・中央・桜森） 

併設サービス 

ユニット型介護老人福祉施設 

短期入所生活介護 

介護予防短期入所生活介護 

通所介護 

第 1号通所事業 

 

 

２ 事業所の職員体制等 

① 管理者  １名（常勤兼務） 

管理者は管理運営及び業務の統括を行う。 

② 介護支援専門員 ４名（常勤兼務）※管理者を含む 

介護支援専門員は指定居宅介護支援の提供を行う。 

 

３ 営業時間 

営業日 月～金 

営業時間 8：30～17：30 

 （注）祭日は稼働、土曜日、日曜日、年末年始（１２／２９～１／３）は、お休みです。 

 

 

 

 

 

 



2 

４．サービス内容と利用料金 

① 居宅サービス計画の作成 

・利用者の居宅を訪問し、利用者および家族に面接をして情報を収集し、千寿会独自

の課題分析表を使用し、解決すべき課題を把握します。 

 ・当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の

情報を適正に利用者およびその家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。 

・提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供するうえでの留意点等

を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 

・居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対

象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者およ

びその家族に説明し、利用者から文書による同意を受け、利用者とサービス事業者

に交付します。 

・利用者ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所等について複数の事業所の紹介

を求める事、また、当該事業所をケアプランの原案に位置付けた理由を求めること

が可能であることを利用者や家族に対して説明します。 

・ケアマネジメントの公正中立の確保を図る観点から、以下について利用者に説明し

ます。以下の１）２）については別紙の通りです。 

１） 前 6 か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密

着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合。 

２） 前 6 か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密

着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの同一事業者によって提供さ

れたものの割合。 

・その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。 

② 居宅サービス事業者との連絡調整 

  ・居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定介護サービス事業 

者との連絡調整を行います。 

  ・必要に応じて保険福祉等の関係機関との連絡調整を行います。 

③ サービス実施状況の評価 

・サービス内容が適切かどうかの話し合いを行います。 

④ 利用者状態の把握 

  ・利用者及びその家族と随時連絡をとり経過の把握に努めます。 

  ・利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居宅サービス

計画の変更の支援、要介護認定区分変更の支援等、必要な対応を行います。 

  ※再評価の方法 

   ・定期的、また必要時に訪問し再評価を行う。 

   ・テレビ電話、そのほかの通信情報機器を活用とした再評価 

    （２カ月に１回は自宅を訪問し再評価を行う） 
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    ※通信情報機器を活用とした再評価の要件 

     １．利用者の状態が安定していること。 

     ２．利用者との同意を得ること。 

     ３．サービス担当者会議等にて主治医、担当者、その他関係者の合意を得る事

こと。 

⑤ 居宅サービス計画の変更 

・利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、又は事業者が居宅サービス計画

の変更が必要と判断した場合は事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計

画を変更します。 

⑥ 給付管理 

  ・介護保険を利用して受けられるサービスについて、実際にサービスが受けられる範 

囲やサービスの種類等について調整し、サービスが計画通りに提供されたか等を確

認して給付管理を行います。 

  ・毎月、給付管理票を作成し国民健康保険団体連合会に提出します。 

⑦ 要介護認定等の申請に係る支援 

・事業者は利用者が要介護認定等の更新申請及び状態の変化に伴う区分変更の申請を

円滑に行えるよう支援します。 

⑧ 相談の対応 

・電話、訪問、来所等を通じて介護保険や介護に関するご相談をお受けします。 

 

５ サービス利用料及び利用者負担 

①  法定代理受領により当社の居宅介護支援に対し介護保険給付が支払われる場合、契

約者の自己負担はありません。しかし法定代理受領が出来なくなった場合には、居宅

介護支援利用料金を頂きます。 

②  介護支援専門員が通常の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費

は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、実施地域を越え

た地点から１ｋｍにつき５０円がかかります。 

 

６ 基本料金 

①  居宅介護支援費 

   居宅介護支援はその業務に要する手間、コストの適正な反映、サービスの質の向上

により居宅介護支援専門員一人の標準取り扱い件数の上限が決まっています。それ

を超える場合、超過部分のみ居宅介護支援費が下記の通りになります。（1 名の介護

支援専門員が担当する要介護者は３５名が適正とされ、介護予防支援業務を兼ねる

場合の介護支援専門員の取り扱い件数上限は、要支援者１／３名を合わせて４４名

までとなります。） 
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居宅介護支援費Ⅰ 

取り扱い件数 要介護１・要介護２ 要介護３～５ 

４５件未満 １，０８６単位   １，４１１単位 

４５～６０未満     ５４４単位     ７０４単位 

６０件以上     ３２６単位     ４２２単位 

 

居宅介護支援費Ⅱ（情報通信機器（ＡＩ関連技術を含む）の活用および事務職員配置を行っている場合） 

取り扱い件数 要介護１・要介護２ 要介護３～５ 

５０件未満 １，０８６単位   １，４１１単位 

５０～６０未満     ５２７単位     ６８３単位 

６０件以上     ３１６単位     ４１０単位 

★サービス利用前の相談・調整等に係る評価 

  介護支援専門員が利用者の退院時等にケアマネジメント業務（モニタリングやサービ

ス担当者会議等）や給付管理のための準備が行われ、それら必要な書類が整っていた

にも関わらず、利用者が死亡等のためサービスに至らなかった際でも、居宅介護支援

費を請求します。 

 

②  初回加算 

新規利用者又は介護区分が 2 段階の変更があった場合、要支援認定者が要介護認定者に

なった場合、その利用者の心身状況や家族の介護状況、生活状況等を調査し居宅サービ

ス計画を作成した場合に下記の加算を神奈川県国民健康保険団体連合会へ請求いたしま

す。 

初回加算   ３００単位 

 

③ 入院時情報連携加算 

Ⅰ 利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、病院・診療所の職員へ使用者に係

わる情報を提供した場合。 

（入院以前に利用者の情報を提供した場合は情報提供日を含み、営業時間終了後また

は営業日以外の日に入院した場合は入院日の翌日を含む） 

Ⅱ 利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日または翌々日に、病院・診療所の職員

へ使用者に係わる必要な情報を提供した場合。 

 （営業時間終了後に入院し、入院から３日目が営業日以外の場合は、翌日を含む） 

入院時情報連携加算Ⅰ   ２５０単位 

入院時情報連携加算Ⅱ   ２００単位 
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④ 退院・退所加算（初回加算暫定時は不可） 

病院・診療所に入院していた者又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設に

入所していた者が退院（所）し居宅で居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する場

合、病院等の職員と面談を行い利用者の情報の提供を受けた上で居宅サービス計画を作成

し、サービスの利用に関する調整を行った場合（カンファレンスへの参加、情報のやり取

りの回数により単位数が変わる） 

退院・退所加算   ４５０単位～９００単位 

 

⑤  緊急時等居宅カンファレンス加算 

病院又は診療所の求めにより当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、

カンファレンスを行い必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合、１ヶ月

に２回を限度として下記の加算を神奈川県国民健康保険団体連合会へ請求いたします。 

緊急時等居宅カンファレンス加算   ２００単位 

 

⑥  通院時情報連携加算 

利用者が医療機関において医師または歯科医師の診察を受ける際に、介護支援専門員が同

席し医師または歯科医師等と情報連携を行い、当該情報を踏まえて居宅サービス計画書に

記録した場合。 

通院時情報連携加算   ５０単位 

 

⑦  特定事業所集中減算 

介護支援専門員はご利用者、ご家族の状況により事業者と中立公平性を保つため訪問介護、 

通所介護、福祉用具貸与事業者等をその状況に応じて居宅サービス計画に位置づけなけれ

ばなりません。その為、当該事業者において前６ヶ月間に作成された居宅サービス計画に

おいて８０％を超える場合は下記の通り減算になります。 

要介護１・２・３・４・５ 

    ２００単位／月 

 

⑧  運営基準減算 

①  サービス担当者会議の開催又は担当者に対する照会を行っていない場合 

②  居宅サービス計画の原案を利用者又はご家族に説明し、文書にて同意を得てい

ない場合 

③  利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について複数の事業所の

紹介を求めること、および当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めるこ

とが可能であることを、利用者や家族に対して説明を行わなかった場合 
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④  特段の事情なく一ヶ月に一度の訪問により利用者との面接しない場合とサービ 

ス計画に対する評価を１ヶ月以上記録していない場合は下記の通り減算になり 

ます。 

        状   況 要介護１・２・３・４・５ 

減算要件に該当した場合 所定単位の１００分の５０／月 

上記減算が２ヶ月以上継続している場合 所定単位は算定しない 

 

⑨  高齢者虐待防止措置未実施減算 

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の発生またはその

再発を防止するための措置が講じられていない場合に、基本報酬が減算されます。 

高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の１００分の１／月 

 

⑩  業務継続計画未実施減算 

感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続

計画が未策定の際は、基本報酬を減算されます。 

業務継続計画未実施減算 所定単位数の１００分の１／月 

 

７ 秘密保持 

   指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員、その他従業者は退職後においても正当

な理由なくその業務上知り得た利用者又は家族の秘密は契約中、契約終了後も第三

者に漏らしません。 

 

８ 緊急時及び事故発生時の対応 

サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は事前の打ち合わせに基づ

き家族、主治医、緊急機関等に連絡致します。 

利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、当該利用者

の家族、市町村に連絡するとともに、必要な措置を講じます。 

 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、

事業者は損害賠償を速やかに行います。 

 

９ 従事者の研修 

   指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員、その他従業員は施設内における研修、

及び外部研修に参加しサービスの質の向上に努めます。 

   ・採用時研修（採用後１～2ヶ月） 

   ・継続研修（1回／月 会議内事例検討等）年 12回 
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１０ 虐待防止のための処置に関する事項 

入所者、利用者の人権擁護、虐待防止の為、以下の処置を行います。 

① 虐待防止のための指針設置と整備 

② 従業者への虐待防止のための研修（年１回） 

③ 上記処置を適切に実施するための担当者設置 

④ 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するととも

に、その結果について従業者に周知徹底を図る。 

  ２ 事業所は、サービス提供中に当該事業所従事者または養護者（利用者の家族等高齢

者を現に養護する物）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速

やかに、これを市町村に通報します。 

 

１１ 身体的拘束等の適性化の推進 

① 身体拘束を行う場合には、態様・時間・ご利用者の状況・緊急やむを得ない理由を記

録する。 

② ３ヶ月に１回以上の委員会の開催とその結果の周知徹底 

③ 身体的拘束等の適性化のための指針の整備 

④ 従業者への身体的拘束等適正化のための定期的な研修 

 

１２ 居宅介護支援事業所における BCP策定義務化 

   感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実

施するため及び非常時の体制で、早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）

を策定します。 

 

１３ 一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入 

   利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具に適時・

適切な利用、安全を確保する観点から、一部の用具について貸与と販売の選択制を

導入する。その際、利用者への十分な説明と多職種の意見や利用者の身体状況等を

踏まえた提案などを行います。 

      〇選択制の対象とする福祉用具の種目・種類 

          ・固定用スロープ 

          ・歩行器（歩行車を除く） 

          ・単点杖（松葉杖を除く） 

          ・多点杖 

 

１４ 入院先医療機関との連携 

    契約中、万が一入院が必要になった場合には、医療との連携を図ることを目的に

担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供するようお願い致します。 
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１５ 相談窓口、苦情対応 

 〇サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

当社お客様相談コーナー 

（事業所） 

電話番号 ０４６７－７６－３８００ 

FAX番号 ０４６７－７６－３８１１ 

岸本 恭子 

対応時間 午前 8時 30分～午後 5時 30分 

神奈川県国民健康保険団

体連合会 

電話番号 ０４５－３２９－３４４７ 

 

 かながわ福祉サービス運

営適正化委員会 

電話番号 ０４５－３１１－８８６１ 

 

＜各市町村、保険者＞  ・ 綾瀬市役所高齢介護課 

    電話番号０４６７－７０－５６３６ 

 ・ 海老名市役所高齢介護課 

    電話番号０４６－２３５－４９５２ 

 ・ 藤沢市役所高齢介護課 

    電話番号０４６６－５０－３５２７ 

 ・ 大和市役所介護保険課 

    電話番号０４６－２６０－５１７０ 

・ 寒川町役場介護保険課 

    電話番号０４６７－７４－１１１１ 

 

１６ 当社の概要 

法人種別・名称 社会福祉法人 千寿会 

代表者名 椎野 千秋 

本社所在地・電話 寒川町小動６２２ 

・０４６７－７５－０９６４ 

・０４６７－７５－０８７８ 
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【 説明確認欄 】 

         年   月   日 

 居宅介護支援契約の締結にあたり、上記により重要事項を説明し同意を確認し交付しま 

した。 

              事業者  所在地   綾瀬市寺尾南１－５－３１       

                   事業所名  居宅支援センター 杜の郷  

                   説明者                印 

  

 

居宅介護支援契約の締結にあたり、上記のとおり重要事項の説明を受け同意、交付を受 

けました。 

 

利用者 住 所                  

                    

氏 名                印 

                

 

代理人 住 所                  

                    

氏 名                印 

 

 

 

 

 

 

付則 

この規定は令和元年１０月 １日より施行する。 

この規定は令和元年１１月 １日より施行する。 

この規定は令和３年 ４月 １日より施行する。 

この規定は令和４年 ２月 １日より施行する。 

この規定は令和４年 ６月 １日より施行する。 

この規定は令和５年 １月 １日より施行する。 

この規定は令和５年 ２月 １日より施行する。 

この規定は令和６年 ４月 １日より施行する。 

この規定は令和６年 ９月 １日より施行する。 

この規定は令和６年１０月 １日より施行する。 


